
　2026年4月の食品表示基準改正に伴
い、東京都、大阪市など各自治体による
条例も一部改正がなされています。今回
は、それらの条例に基づく品質表示基準
の内容と、主な改正について整理したい
と思います。

　各自治体による条例とは、東京都消費
生活条例、大阪市消費者保護条例などの
地域別に定められたものを指します。そ
してそれらの条例に基づく品質表示基
準は、国の食品表示基準に対して追加的
な規則を定めたものといえます。各地域
内で流通、販売される食品が対象となる
ため、海外で製造された輸入食品でも同
様の確認が必要です。

主な条例と対象品目
　右記に、個別の品目に関する表示ルー
ルを定めた主な条例を整理します。対象
となる品目名は、2026年4月改正後のも
のを掲載しています。
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“分かりにくい食品表示を分かりやすく”
We make food labeling accessible for everyone.

食品表示基準の改正と各自治体の
条例について

※本稿執筆時点（2026年4月24日）では、
更新された基準全文の公開はされてい
ません。

個別の表示事項の例
例1）「原料原産地名」の表示（東京都）
　対象は輸入品を除く調理冷凍食品の
主な原材料（重量割合上位3位までかつ
5%以上の原材料及び商品名等にその名
称が付された原材料）です（ただし容器
又は包装への表示が極めて困難な場合
には、表示事項の情報を別途提供する
旨を記載することにより、表示に代え
ることもできます）。国の食品表示基準
では「重量割合が最も高い原材料」が対

食品表示調査サービス

原材料及び添加物の適合性検証
容器包装への表示案の適合性検証 

自治体名 対象となる品目名

東京都 3品目（調理冷凍食品、
かまぼこ類、はちみつ類）

神奈川県
（※告示）

1品目（かまぼこ類）

名古屋市
（※告示）

1品目（かまぼこ類）

京都市 9品目（プレミックス類、生
めん類、つくだ煮類及び煮
豆、焼き肉のたれ類、ふり
かけ類、緑茶、インスタン
トコーヒー、カレールウ、
調理冷凍食品）

大阪市 10品目（蒸しかまぼこ類、
焼肉のたれ類、鶏卵、生め
ん類、つくだ煮及び煮豆、
緑茶、カレールウ、インス
タントコーヒー、ふりかけ
類、カットフルーツ）

川崎市 1品目（かまぼこ類）

象であるため、追加的な表示基準とい
えます。
東京都の定義する「調理冷凍食品」（
アイスクリーム類、菓子類を冷凍させ
たものは除く）と原料原産地名表示の
適用範囲の詳細については、「調理冷凍
食品品質表示実施要領」（およびQ&A）
を参照してください。なお、調理冷凍食
品における「原材料配合割合」の表示（
東京都）については、改正により廃止さ
れました。

例2）「使用上の注意」の表示（大阪市、京
都市等）
　対象は焼肉のたれ類、つくだ煮及び
煮豆、緑茶など多数の品目で、輸入品も
対象となります。国の食品表示基準で
は4品目（ジャム類、農産物缶詰及び農
産物瓶詰、畜産物缶詰及び畜産物瓶詰、
調理食品缶詰及び調理食品瓶詰）が対
象であるため、こちらも追加的な表示
基準といえます。なお、京都市の条例で
は調理冷凍食品に対する「原材料配合
割合」は廃止されたものの、「使用上の
注意」は残るため注意が必要です。

実務上の注意点
　ここまでの注意点をまとめると、国の
食品表示基準においても改廃が行われ
た「調理冷凍食品」については、とりわけ
慎重な確認が望まれると思います。「凍
結させる直前に加熱されたものである
かどうかの別」の表示方法も改正されて
いますので、あらためて食品表示基準
Q&A（表示例は “（加工－181－２）”）な
どを確認されておくとよいでしょう。

（川合）

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/torihiki/hyoji/jorei/documents/syokuhinkokuzi2.pdf
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/123923/gaiyou.pdf
https://www.city.kawasaki.jp/280/cmsfiles/contents/0000146/146733/shohishariekinoyougo-jyoreikisoku.pdf
https://www.city.nagoya.jp/shikouhou/_res/projects/project_kouhou/_page_/002/001/409/2001225_1.pdf
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/files/20260401_youryou_reitou.pdf
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/files/20260401_youryou_reitou.pdf
https://www.hokeniryo1.metro.tokyo.lg.jp/shokuhin/hyouji/files/20260401_jourei_QA.pdf
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_260401_31.pdf
https://www.label-bank.co.jp/services/
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000200/200177/syohinnkijunn_080401.pdf
https://www.city.osaka.lg.jp/lnet/cmsfiles/contents/0000002/2392/kijyun.pdf
https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/202605foodlabel
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ミニコラム

イタリアのことわざ

Buon vino fa buon sangue
（Good wine makes good blood）

酒類表示の国際規格化：
食品規格への統合と視覚化対応の動向
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基礎からわかる

輸出時の食品表示の実務ガイドブック
����

　長年にわたり、酒類は各国の法体系において「文化遺産」
や「嗜好品」としての特殊性を認められ、原材料や栄養成分
の表示が免除されてきました。しかし2026年現在、主要市
場において酒類を一般食品の表示規格に統合する動きが進
んでいます。輸出実務においては、各市場の要件を個別に把
握したうえで対応する必要があります。

• 米国（Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
／ Food and Drug Administration (FDA)）
　2026年3月公表の指針により、ABV 0.5%未満の製品は
TTBの管轄から外れ、FDA管轄のノンアルコール製品として
再分類されました。これに伴い、一般食品と同等のカロリー
・原材料表示が義務付けられます。ABV 0.5%が管轄の分岐
点となるため、該当製品の分類確認が必要です。

• 欧州連合（EU）
　規則2021/2117および2026/471に基づき、ワイン製品（
脱アルコール製品を含む）への食品表示規格（規則
1169/2011）の適用が義務化されました。原材料および栄養
成分の表示が必須です。ビール・蒸留酒は現時点で対象外
ですが、欧州委員会は酒類全般への透明性強化方針を維持
しています。

• オーストラリア・ニュージーランド（Food Standards 
Australia New Zealand）
　提案P1059により、全アルコール飲料へのエネルギー表
示義務化が最終段階に入っています。2028年8月の完全義
務化に向けた移行期間に入っており、施行後は一般食品規
格（Food Standards Code）の枠組みに基づく表示対応が必要
となります。

警告表示の視覚化
　成分情報の開示と並行して、健康リスクの伝達手段とし
ての視覚的警告シンボルの採用も各市場で進んでいます。
英国では、政府推奨の『Portman Group』指針に基づくアル
コール単位（Units）とピクトグラムの併用が事実上の業界標
準となっており、現在は完全義務化に向けた最終合意が進
められています。オーストラリアの三色刷り妊婦禁飲マーク
や上海市の赤色三角形シンボルを含め、これら仕向け先ご
との規格化された視覚的警告への対応は、輸出実務におけ
る重要な課題となっています。   

   日本国内では、アルコール度数※ 1.0度（v/v%）以上の飲料
が酒税法の対象となり、未成年者飲酒防止に関する警告表示
は国税庁告示に基づく義務表示です。ただし、栄養成分・原
材料の表示および妊婦・授乳期の方への警告については法
令上の義務はなく、業界団体の自主基準にとどまっていま
す。1.0度未満の製品は食品表示法が適用され、一般食品と
同等の表示が求められます。輸出実務においては、仕向け先
ごとの義務化要件と自国の枠組みとの差異を、製品設計の
早い段階で把握しておくことが不可欠です。

※アルコール度数の測定基準温度は国によって異なります（日本：
15℃、米国：約15.6℃、EU：20℃）。通常の製品では実務上の影響
は軽微ですが、度数が管轄の境界値付近にある製品については、仕
向け先の測定基準を個別に確認することをお勧めします。

（黄）

https://www.ttb.gov/system/files/2026-02/Low-No_Alcohol_Products_for_TTB_web-_FINAL.pdf?utm_campaign=newsletter&utm_id=03-06-2026&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2117
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/471
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2011/1169
https://www.foodstandards.gov.au/food-standards-code/proposals/Proposal-P1059-Energy-labelling-on-alcoholic-beverages
https://www.portmangroup.org.uk/portman-group-updates-alcohol-labelling-guidelines/?_gl=1*1ri096j*_up*MQ..*_ga*MTM0NDExMDcwNi4xNzc2MjMxMTAz*_ga_E75LNN4D72*czE3NzYyMzExMDIkbzEkZzEkdDE3NzYyMzIzNjEkajQwJGwwJGgw
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2026-02-10/112541/
https://www.foodstandards.gov.au/business/labelling/pregnancy-warning-labels/pregnancy-warning-labels-downloadable-files
https://www.shanghai.gov.cn/gwk/search/content/95e7cead8d474ce8a3237006014be1c2
https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000006
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/miseinen/kokuji891122/01.htm
https://www.label-bank.co.jp/column/book.html
https://www.label-bank.co.jp/blog/foodlabel/202605alcohol



